
Ⅻ 浜岡原子力発電所の運転状況等

令和２年度（令和２年４月～令和３年３月）の浜岡原子力発電所の運転状況等を

以下に示す。

１ 浜岡原子力発電所のプラント状況

第１３回施設定期検査

第５回施設定期検査

・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等）

・主復水器細管損傷に係る対応を実施中

平成 22 年
11 月 29 日～

平成 24 年
1 月 25 日～

平成 24 年
3 月 22 日～

１号機

および

２号機

(廃止措置中)

３号機

(出力 110 万 kW)

４号機

(出力 113.7 万 kW)

５号機

(出力 138 万 kW)

平成 21 年
11 月 18 日～

・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等）

・新規制基準への適合性確認審査中

・旧低圧タービンロータ車軸のクリアランス制度適用に係る認可（令和３年４月５日）

・安全性向上対策実施中（地震・津波・重大事故対策等）

・新規制基準への適合性確認審査中

第１７回施設定期検査

・解体撤去物のクリアランス制度適用に係る放射能濃度の確認証の受領（２回目）

（令和２年 12 月 11 日）

廃止措置中（第２段階「原子炉領域周辺設備解体撤去期間」）

令和２年 令和３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

中部電力株式会社
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２ 放射能放出管理

浜岡原子力発電所における放射性気体廃棄物および放射性液体廃棄物の放出管理

状況を表１，２に示す。

表１ 放射性気体廃棄物 単位：Ｂｑ

表２ 放射性液体廃棄物 単位：Ｂｑ

※１：検出限界は｢発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針｣に定
める測定下限濃度以下である。
〈放射性気体廃棄物〉
・全 希 ガ ス：2×10-2Bq/cm3

・よ う 素 －１３１：7×10-9Bq/cm3

・全 粒 子 状 物 質：4×10-9Bq/cm3(ｺﾊﾞﾙﾄ-60 で代表)
〈放射性液体廃棄物〉
・全核種(ﾄﾘﾁｳﾑ除く)：2×10-2Bq/cm3(ｺﾊﾞﾙﾄ-60 で代表)

※２：トリチウムは体内に蓄積されにくくエネルギーも低いため人体への影響が極めて小さ

い。１年間の放出量から実効線量を評価しても､1×10-5mSv 以下であり、年実効線量限

度1１mSv の 10 万分の１以下となる。

参考 公衆の線量目標値2の 50μＳｖ／年も下回っている。

項 目
第１四半期

(４月～６月)

第２四半期

(７月～９月)

第３四半期

(10 月～12 月)

第４四半期

(１月～３月)

令和２年度

合計

全希ガス※１ 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満

よう素－１３１※１ 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満

全粒子状物質※１ 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満

トリチウム※２ 2.1×1010 2.2×1010 2.5×1010 1.6×1010 8.4×1010

項 目
第１四半期

(４月～６月)

第２四半期

(７月～９月)

第３四半期

(10 月～12 月)

第４四半期

(１月～３月)

令和２年度

合計

全核種※１

（ﾄﾘﾁｳﾑ除く）
検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満 検出限界未満

トリチウム※２ 1.2×109 3.9×109 6.1×108 1.8×107 5.8×109

1 法令に定める一般公衆の線量の基準は、国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告に基づき、

原子炉施設については周辺監視区域境外の線量限度として、１年間につき実効線量１mSv と定

めている。
2 原子力委員会が定めた「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」における

発電用原子炉施設が通常運転時に環境に放出する放射性物質によって施設周辺の公衆の受ける

線量目標値は、実効線量で年間 50µSv とされている。
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Ⅱ 浜岡原子力発電所内モニタ測定結果

浜岡原子力発電所におけるモニタリングポスト、排気口および排気筒モニタの測定結果

をそれぞれ表１，表２に示す。

（放水口モニタの測定結果については、浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果参照。）

表１ モニタリングポストでの線量率 単位：ｎＧｙ／ｈ

※１：平成 27 年４月～令和２年３月の測定値の最小値、最大値を示す。

※２：令和２年７月 10 日～11 日、自然放射線のゆらぎにより一時的に「自然放射線による変動範囲」の下限

を下回った。この事象を踏まえ、「自然放射線による変動範囲」の下限値について、７月 17 日に見直し

た。

表２ 排気口および排気筒モニタでの計数率 単位：ｃｐｓ

※３：平成 27 年４月～令和２年３月の測定値の最小値、最大値を示す。ただし、１号機および２号機排気口

モニタについて、運用開始以降の実績値として平成 30 年２月～令和２年３月の測定値の最小値、最大

値を示す。

※４：令和２年８月 16 日、自然放射線のゆらぎにより一時的に「自然放射線による変動範囲」の上限を上回

った。この事象を踏まえ、「自然放射線による変動範囲」の上限値について、９月 17 日に見直した。

※５：令和２年 11 月８日、空調系排気ユニット点検作業による一部の建屋の空調系停止により一時的に「自

然放射線による変動範囲」の上限を上回った。

※６：令和２年６月 11 日、自然放射線のゆらぎにより一時的に「自然放射線による変動範囲」の下限を下回

った。この事象を踏まえ、「自然放射線による変動範囲」の下限値について、６月 26 日に見直した。

モニタリング

ポスト

第１四半期

（４月～６月）

第２四半期

（７月～９月）

第３四半期

（10 月～12 月）

第４四半期

（１月～３月）

自然放射線による

変動範囲※１

Ｎｏ．１ 36 ～ 57 35 ～ 53 35 ～ 59 36 ～ 58 34 ～ 71

Ｎｏ．２ 31 ～ 54 30 ～ 49 31 ～ 54 31 ～ 57

31 ～ 66

30 ～ 66

Ｎｏ．３ 33 ～ 59 32 ～ 51 34 ～ 55 34 ～ 59

33 ～ 69

32 ～ 69

Ｎｏ．４ 33 ～ 56 31 ～ 51 33 ～ 56 33 ～ 56 31 ～ 68

Ｎｏ．５ 34 ～ 55 33 ～ 51 34 ～ 55 35 ～ 55 33 ～ 65

Ｎｏ．６ 32 ～ 57 32 ～ 51 32 ～ 54 33 ～ 55 30 ～ 66

Ｎｏ．７ 36 ～ 60 35 ～ 55 36 ～ 59 36 ～ 60 35 ～ 68

モニタ

第１四半期

（４月～６月）

第２四半期

（７月～９月）

第３四半期

（10 月～12 月）

第４四半期

（１月～３月）

自然放射線による

変動範囲※３

１号機排気口 0.82 ～ 3.4 0.79 ～ 4.0 0.88 ～ 4.5 0.87 ～ 3.9

0.79 ～ 3.7

0.79 ～ 4.0

２号機排気口 0.76 ～ 2.2 0.77 ～ 3.2 0.78 ～ 3.0 0.76 ～ 2.5

0.77 ～ 3.5

0.76 ～ 3.5

３号機排気筒 2.3 ～ 2.9 2.3 ～ 2.8 2.3 ～ 2.9 2.3 ～ 3.0 2.3 ～ 3.1

４号機排気筒 2.5 ～ 3.1 2.5 ～ 3.0 2.5 ～ 3.0 2.4 ～ 3.0 2.4 ～ 3.1

５号機排気筒 4.0 ～ 4.8 4.1 ～ 4.8 4.0 ～ 4.8 4.1 ～ 4.9 4.0 ～ 5.0

※２

※２

※２

※２

※６

※４ ※５

※４

※６
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